
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

貯湯槽 前記給湯加熱器と熱交換関係を有する給湯熱交換器
給湯回路と、風呂循環ポンプ 前記排

熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器 風呂循環回路 前
記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知手段と、前記風呂循環回路の水温を
検出する風呂温度検知手段と、前記風呂温度検知手段の信号を受けて前記給湯熱交換器の
水出口湯温を設定する湯温設定手段とを備え、前記湯温設定手段の信号と前記給湯温度検
知手段の信号に基づき ヒートポンプ式風呂給湯システ
ム。
【請求項２】

ヒートポンプ式風
呂給湯システム。
【請求項３】

に接続した ことで流量制御を行うようにした請
求項１記載のヒートポンプ式風呂給湯システム。
【請求項４】

貯湯槽 前記給湯加熱器と熱交換関係を有する給湯熱交換器
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圧縮機を有する冷媒回路と、前記冷媒回路に接続した給湯加熱器および排熱利用熱交換器
と、 の湯水が流動し、 を途中に
接続した を介して浴槽の湯水を循環させるとともに、

を途中に接続した と、

前記給湯回路の流量制御をおこなう

流量制御をおこなう流量制御手段を給湯回路に接続した請求項１記載の

給湯回路 給湯循環ポンプの回転制御を行う

圧縮機を有する冷媒回路と、前記冷媒回路に接続した給湯加熱器および排熱利用熱交換器
と、 の湯水が流動し、 を途中に



給湯回路と、風呂循環ポンプ 前記排
熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器 風呂循環回路

前記給湯回路の流量制御をおこなうヒートポンプ式風呂給湯システム。
【請求項５】

４ ヒート
ポンプ式風呂給湯システム。
【請求項６】

４ ヒートポンプ式風
呂給湯システム。
【請求項７】

６ いずれか
ヒートポンプ式風呂給湯システム。

【請求項８】

周波数制御手段 を 請求項７記載のヒートポン
プ式風呂給湯システム。
【請求項９】

請求項 ６ いずれか 記載のヒートポンプ式風呂給湯システム。
【請求項１０】

と 、
前記湯温設定 の信号と給湯温度検知手段の信号に基づき流量制御手段

の制御をおこなう請求項２ 記載のヒートポンプ式風呂給湯システム。
【請求項１１】

請求項 ３ いずれか 記載のヒートポンプ式風呂
給湯システム。
【請求項１２】

排水開閉弁と、風呂温度検
知手段と前記給水温度検知手段の信号に基づき前記排水開閉弁を開放する制御手段とを備
える請求項 ３ いずれか に記載のヒートポンプ式風呂給湯システム。
【請求項１３】

前記制御部の信号を受けて冷媒回路によるヒートポンプ給湯運転をおこなう請
求項２または３に記載のヒートポンプ式風呂給湯システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はヒートポンプによる風呂給湯システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のヒートポンプシステムは特開平７－７１８３９号公報に示す如きものがあ
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接続した を介して浴槽の湯水を循環させるとともに、
を途中に接続した と、前

記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知手段と、前記冷媒回路の冷媒温度を
検出する冷媒温度検知手段と、前記冷媒温度検知手段の信号を受けて前記給湯熱交換器の
水出口湯温を設定する湯温設定手段と、前記湯温設定手段の信号と前記給湯温度検知手段
の信号に基づき

冷媒温度検知手段は、排熱利用熱交換器の冷媒入口温度を検出する請求項 記載の

冷媒温度検知手段は、圧縮機の冷媒吐出温度を検知する請求項 記載の

圧縮機は、風呂循環回路の水温に基づいて回転数を可変とする請求項１から の
１項に記載の

圧縮機の回転周波数を可変するインバータ電源部と、湯温設定手段の信号に基づき前記イ
ンバータ電源部の周波数を制御する と 備える

給湯熱交換器の湯出口から貯湯槽上部と前記貯湯槽の中間位置へ流路の切り替えをおこな
う給湯切り替え弁と、湯温設定手段の信号を受けて前記給湯切り替え弁を制御する弁制御
部とを備える １から の １項に

貯湯槽に設けた貯湯温度検知手段と、前日の前記貯湯温度検知手段の信号を記憶する湯量
記憶手段と、前記貯湯温度検知手段の信号と前記湯量記憶手段の信号を受けて給湯熱交換
器の出口湯温を設定する湯温設定部 を備え
運転制御手段は、 部

に

圧縮機の冷媒吐出温度を検知する吐出温度検知手段と、風呂循環回路の流量制御をおこな
う風呂流量制御手段と、前記吐出温度検知手段の信号を受けて前記風呂流量制御手段を制
御する流量制御部とを備える １から の １項に

給水温度を検知する給水温度検知手段と、残湯水の排水を行う

１から の １項

風呂循環回路内の湯を高温滅菌する滅菌手段と、滅菌終了を検出する滅菌終了検出手段と
、前記滅菌終了検出手段の信号を受けて前記滅菌手段を制御する制御部とを備え、運転制
御手段は、



る。以下、従来の技術について図面に基づき説明する。図１４は従来のヒートポンプシス
テムの構成図である。図１４において、圧縮機１の吐出側につながる高圧ガス管１ａ、圧
縮機１の吸入側につながる低圧ガス管１ｂ、高圧および低圧ガス管とともに配置された液
管１ｃに開閉弁５６ａ、５６ｂ、５６ｃ、５６ｄ、５６ｅ、５６ｆを介して、給湯加熱器
２、排熱利用熱交換器４、大気熱利用熱交換器５５が並列につながるよう構成されている
。また、開閉弁５６ａ、５６ｂ、５６ｃ、５６ｄ、５６ｅ、５６ｆの切り替えにより給湯
運転、風呂追い焚き運転、給湯熱利用風呂追い焚き運転、浴槽排熱利用給湯運転がおこな
われる。例えば、浴槽排熱利用給湯運転時は、開閉弁５６ａと５６ｄを開放して、排熱利
用熱交換器４を介して浴槽８の湯を吸熱し、給湯加熱器２で加熱して貯湯する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のヒートポンプシステムでは、給湯加熱器２より流出した高圧液冷媒
は冷媒流量制御弁５７で低圧の二相冷媒となり、さらに冷媒流量制御弁５８を通って排熱
利用熱交換器４に流入することになる。よって、冷媒流量がかなり絞られるため、所定の
冷媒流量が得られず、圧縮機１の吸入冷媒ガスは低圧の過熱ガスとなる。そのため、排熱
利用熱交換器４での採熱量が少なくなり、高効率化が得られない。さらに、圧縮比が大き
いため、高温化が得られない。
【０００４】
本発明は上記課題を解決するもので、浴槽排熱利用給湯運転時に高温化沸き上げをして貯
湯熱量増大をはかることを主目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため本発明は、

貯湯槽 前記給湯加熱器と熱交換
関係を有する給湯熱交換器 給湯回路と、風呂循環ポンプ

前記排熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器
風呂循環回路 前記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知

手段と、前記風呂循環回路 水温を検出する風呂温度検知手段と、前記風呂温度検知手段
の信号を受けて前記給湯熱交換器の 出口湯温を設定する湯温設定手段とを備え、前記湯
温設定手段の信号と前記給湯温度検知手段の信号に基づき前記給湯回路の流量制御をおこ
なうヒートポンプ式風呂給湯システムであ
【０００６】

浴槽排熱利用給湯運転において、風呂循環回路の水温を検出して、
所定温度よりも高温の場合には給湯熱交換器出口温度の設定を高くして、給湯温度が湯温
設定温度となるように流量制御を行うため、浴槽残湯温度が高い。特に入浴終了直後の運
転時などは沸き上げ温度を高めて貯湯できることになり、貯湯熱量が増加する。特に給湯
負荷が大きく、外気温度が低い冬季においては効果が大きい。
【０００７】
【発明の実施の形態】
前記課題を解決するため、

貯湯槽 前記給湯加熱器と熱交換関係を有
する給湯熱交換器 給湯回路と、風呂循環ポンプ

前記排熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器
風呂循環回路 前記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知手段と、

前記風呂循環回路 水温を検出する風呂温度検知手段と、前記風呂温度検知手段の信号を
受けて前記給湯熱交換器の 出口湯温を設定する湯温設定手段とを備え、前記湯温設定手
段の信号と前記給湯温度検知手段の信号に基づき前記給湯回路の流量制御をおこなうもの
である 浴槽排熱利用の給湯運転において、圧縮機から吐出した高温高圧のガス冷媒は給
湯加熱器に流入する。一方、貯湯槽の水は給湯循環ポンプによって給湯熱交換器に流入し
、ここで、冷媒の凝縮熱によって給湯加熱器を介して加熱されて貯湯槽に流入する。また
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圧縮機を有する冷媒回路と、前記冷媒回路に接続した
給湯加熱器および排熱利用熱交換器と、 の湯水が流動し、

を途中に接続した を介して浴槽の
湯水を循環させるとともに、 を
途中に接続した と、

の
水

る。

以上の構成によれば、

圧縮機を有する冷媒回路と、前記冷媒回路に接続した給湯加熱
器および排熱利用熱交換器と、 の湯水が流動し、

を途中に接続した を介して浴槽の湯水を循
環させるとともに、 を途中に接
続した と、

の
水

。



、凝縮液化した冷媒は減圧装置で減圧されて排熱利用熱交換器に流入する。一方、浴槽の
残湯は風呂循環ポンプによって風呂熱交換器に流入し、ここで風呂熱交換器を介して排熱
利用熱交換器を流れる冷媒を蒸発ガス化させる。その際に、風呂循環回路の水温を風呂温
度検知手段が検出して、その信号が所定温度よりも高温の信号の場合には湯温設定手段は
給湯熱交換器出口温度の設定を高くする。そして、運転制御手段は給湯温度検知手段の信
号が湯温設定手段の信号と同じになるように、流量制御手段で給湯回路の流量を制御する
。従って、入浴終了直後など浴槽残湯温度が高い場合には、圧縮機の低圧が比較的高くな
るため、圧縮比が小さくなる。従って、高温沸き上げができるため、特に給湯負荷が大き
い冬季においては貯湯熱量の増加をはかることが可能となる。

【０００８】

貯湯槽 前記給湯加熱器と熱交換関係を有する給湯熱交換器
給湯回路と、風呂循環ポンプ

前記排熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器 風呂循環回
路

前記給湯回路の流量制御をおこなうもの 浴槽排熱利用の
給湯運転において、冷媒回路低圧側の冷媒温度を冷媒温度検知手段で検出し、所定温度よ
り高い場合には湯温設定手段が給湯熱交換器の出口湯温を高く設定し、運転制御手段は給
湯回路の流量を制御する。従って、予め設定された冷媒温度と給湯温度で運転することに
なり、風呂循環回路系の配管形態（曲がりの数）の多様化および長配管により風呂熱交換
器と浴槽を接続設置しても圧縮機の信頼性を確保して高温沸き上げができる。

【０００９】
、浴槽

排熱利用の給湯運転において、運転経過とともに風呂循環回路内の残湯温度は吸熱されて
低下する。また、残湯温度の低下にともない圧縮機の低圧および圧力相当の飽和冷媒温度
も低下する。そして、風呂温度検知手段あるいは冷媒温度検知手段の信号が所定温度まで
低下したことを示す信号に達すると、圧縮機の回転周波数を下げる制御をおこなう。従っ
て、浴槽残湯温度の低下とともに圧縮機の回転周波数を下げるため、ヒートポンプの低圧
は再び上昇し、高温高効率で運転することができる。
【００１０】

浴槽排熱利用の給湯運転において、弁制御部は給湯熱交
換器から流出する湯が高温の場合は貯湯槽の上部に流入するように、また、中温湯は貯湯
槽の中間位置に流入するように給湯切り替え弁を制御する。従って、貯湯槽に異なる温度
の湯を貯湯することができるため、用途に適した湯温が利用できるようになる。
【００１１】

であり、浴槽
排熱利用の給湯運転において、運転制御手段は湯量記憶手段の信号と貯湯温度検知手段の
信号から貯湯槽の使用湯量を判断し、使用湯量が増加したと判断した場合には給湯熱交換
器の出口湯温を高く設定して運転をおこなう。逆に、使用湯量が減少したと判断した場合
には給湯熱交換器の出口湯温を低く設定して高効率運転をおこなう。従って、給湯使用湯
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なお、給湯循環ポンプの回
転制御をおこなうことにより、給湯回路の流量を制御してもよい。

　また、圧縮機を有する冷媒回路と、前記冷媒回路に接続した給湯加熱器および排熱利用
熱交換器と、 の湯水が流動し、
を途中に接続した を介して浴槽の湯水を循環させるとともに
、 を途中に接続した

と、前記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知手段と、前記冷媒回路の冷
媒温度を検出する冷媒温度検知手段と、前記冷媒温度検知手段の信号を受けて前記給湯熱
交換器の水出口湯温を設定する湯温設定手段と、前記湯温設定手段の信号と前記給湯温度
検知手段の信号に基づき である。

また、浴槽
排熱利用量が増加するとともに圧縮機の冷媒吐出温度は異常上昇することもないため圧縮
機のモータ巻線などの信頼性、耐久性が向上する。

　また、圧縮機は、風呂循環回路の水温に基づいて回転数を可変とするものであり

　また、給湯熱交換器の湯出口から貯湯槽上部と前記貯湯槽の中間位置へ流路の切り替え
をおこなう給湯切り替え弁と、湯温設定手段の信号を受けて前記給湯切り替え弁を制御す
る弁制御部を備えるものであり、

　また、湯槽に設けた貯湯温度検知手段と、前日の前記貯湯温度検知手段の信号を記憶す
る湯量記憶手段と、前記貯湯温度検知手段の信号と前記湯量記憶手段の信号を受けて給湯
熱交換器の出口湯温を設定する湯温設定部とを備え、運転制御手段は、前記湯温設定部の
信号と給湯温度検知手段の信号に基づき流量制御手段の制御をおこなうもの



量の増減に応じて、貯湯熱量の最適化と高効率運転制御ができる。
【００１２】

であり、冬季の浴槽排熱利用の給湯運転において
、運転経過とともに風呂循環回路内の残湯温度は低下し、ヒートポンプサイクル内の低圧
がしだいに低下して、圧縮比が大きくなり、圧縮機の冷媒吐出温度は上昇する。そして、
冷媒吐出温度が所定温度に達すると流量制御部は風呂流量制御手段に信号を送り、風呂循
環回路の流量を大きくするように風呂流量制御手段の制御をおこなう。そのため、吸熱量
が大きくなって、圧縮機の低圧は上昇する。また、風呂熱交換器の水出入口温度差は小さ
くなるため、風呂循環系の残湯水が凍結することもなく、かなり低温まで利用することが
できる。従って、浴槽の残湯熱利用が増加する。
【００１３】

排水開閉弁と、前
記風呂温度検知手段と前記給水温度検知手段の信号に基づき前記排水開閉弁を開放する制
御手段を有する であり、浴槽排熱利用の給湯運転において、運転経過とともに風呂循
環回路内の残湯温度は吸熱されてしだいに低下する。そして、風呂温度検知手段は残湯温
度を検知して制御手段に信号を送る。制御手段は風呂温度検知手段の信号と給水温度検知
手段の信号が同じになる排水開閉弁を開放する。従って、風呂の残湯熱を利用して高効率
で給湯運転できるとともに風呂循環系内の雑菌が繁殖することもない。
【００１４】

であり、浴槽排
熱利用の給湯運転において、最初に、風呂循環回路内の雑菌を滅菌手段によって高温滅菌
する。そして、制御部は滅菌終了検出手段の信号を運転制御部に送り、浴槽排熱利用の給
湯運転を開始する。従って、風呂循環系内の水は再利用できることになり、節水となる。
また、滅菌終了後の高温湯が 利用できるため高効率給湯運転が可能となり、エネルギ
ーの有効活用ができる。
【００１５】
以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【００１６】
なお、従来例および各実施例において、同じ構成同じ動作をするものについては同一符号
を付し一部説明を省略する。
【００１７】
（実施例１）
図１は本発明の実施例１のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。また、図２
は同ヒートポンプ式風呂給湯システムの他の流量制御方法の構成図である。図１において
、１は圧縮機、２は給湯加熱器、３は減圧装置、４は排熱利用熱交換器であり、圧縮機１
、給湯加熱器２、減圧装置３、排熱利用熱交換器４で冷媒回路を構成する。５は貯湯槽、
６は給湯循環ポンプ、７は給湯熱交換器であり、給湯加熱器２と熱交換関係を有する。ま
た、貯湯槽５、給湯循環ポンプ６、給湯熱交換器７で給湯回路を構成する。８は浴槽、９
は風呂循環ポンプ、１０は風呂熱交換器であり、排熱利用熱交換器４と熱交換関係を有す
る。また、浴槽８、風呂循環ポンプ９、風呂熱交換器１０で風呂循環回路を構成する。１
１は流量制御手段であり、給湯回路の流量制御をおこなう。１２は給湯温度検知手段であ
り、前記給湯熱交換器７の水出口温度を検出する。１３は風呂温度検知手段であり、風呂
熱交換器１０の水入口温度を検出する。１４は湯温設定手段であり、風呂温度検知手段１
３の信号を受けて給湯熱交換器７の水出口温度を設定する。１５は運転制御手段であり、
給湯温度検知手段１２の信号と湯温制御手段１４の信号に基づき流量制御手段１１の制御
をおこなう。また、図に２において、１６は回転数制御型の給湯循環ポンプである。１７
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　また、圧縮機の冷媒吐出温度を検知する吐出温度検知手段と、風呂循環回路の流量制御
をおこなう風呂流量制御手段と、前記吐出温度検知手段の信号を受けて前記風呂流量制御
手段を制御する流量制御部を有するもの

　また、給水温度を検知する給水温度検知手段と、残湯水の排水を行う

もの

　また、風呂循環回路内の湯を高温滅菌する滅菌手段と、滅菌終了を検出する滅菌終了検
出手段と、前記滅菌終了検出手段の信号を受けて前記滅菌手段を制御する制御部と、前記
制御部の信号を受けて冷媒回路によるヒートポンプ給湯運転を有するもの

排熱



は回転数制御手段であり、給湯循環ポンプ１６の回転数制御をおこなう。１８は運転制御
手段であり、給湯温度検知手段１２の信号と湯温制御手段１４の信号を受けて回転数制御
手段１７に信号を送る。
【００１８】
以上の構成においてその動作、作用について説明する。図１に示す実施例において、浴槽
排熱利用の給湯運転において、圧縮機１から吐出した高温高圧のガス冷媒は給湯加熱器２
に流入する。一方、貯湯槽５の水は給湯循環ポンプ６によって給湯熱交換器７に流入し、
ここで、冷媒の凝縮熱によって給湯加熱器２を介して加熱されて貯湯槽５に流入する。ま
た、凝縮液化した冷媒は減圧装置３で減圧されて排熱利用熱交換器４に流入する。一方、
浴槽８の残湯は風呂循環ポンプ９によって風呂熱交換器１０に流入し、ここで風呂熱交換
器１０を介して排熱利用熱交換器４を流れる冷媒を蒸発ガス化させる。そして、水温を下
げて浴槽８に流入する。また、蒸発ガス化した冷媒は圧縮機１に流入して１サイクルの運
転となる。その際に、風呂温度検知手段１３は風呂循環回路の水温を検出して、湯温設定
手段１４に信号を送る。
【００１９】
そして、運転制御手段１５は給湯温度検知手段１２の信号が湯温設定手段１４の信号と同
じになるように流量制御手段１１の制御をおこない給湯回路の流量を制御する。この場合
、風呂温度検知手段１３の信号を受けた湯温設定手段１４は風呂循環回路の水温が所定温
度よりも高温の場合には給湯熱交換器７の水出口温度を高く設定して、高温沸き上げの給
湯運転をおこなう。従って、家族全員の入浴完了直後は浴槽８の残湯温度が高いため、圧
縮機１の低圧は比較的高くなって圧縮比が小さい状態で運転する。そのため、高温湯に沸
き上げても圧縮機１の吐出冷媒温度は低いため、高温沸き上げが可能となる。特に給湯負
荷が多い冬季においては、高温沸き上げにより貯湯熱量が増加して湯切れの心配を解消す
ることができる。また、図２に示す他の実施例において、流量制御手段１１の代わりに給
湯循環ポンプ１６を用いて、回転数制御手段１７で給湯循環ポンプ１６の回転数制御をお
こなう。そして、運転制御手段１８は給湯温度検知手段１２の信号と湯温制御手段１４の
信号を受けて回転数制御手段１７に信号を送り、給湯循環ポンプ１６の回転数制御をおこ
なって流量制御をするため、同じ効果が得られる。従って、以下の説明では省略する。
【００２０】
（実施例２）
図３は本発明の実施例２のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図３におい
て、１９は冷媒温度検知手段であり、排熱利用熱交換器４の冷媒入口温度を検出する。２
０は湯温設定手段であり、冷媒温度検知手段１９の信号を受けて給湯熱交換器７の水出口
温度を設定する。２１は運転制御手段であり、給湯温度検知手段１２の信号と湯温設定手
段２０の信号に基づき流量制御手段１１の制御をおこなう。
【００２１】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、ヒー
トポンプサイクルの低圧側の冷媒状態を冷媒温度検知手段１９で検出して湯温設定手段２
０に信号を送る。そして、湯温設定手段２０は冷媒温度検知手段１９の信号が所定温度よ
りも高温の信号を示す場合には、給湯熱交換器７の水出口温度を高温に設定する。そして
、運転制御手段２１は給湯温度検知手段１２の信号が湯温設定手段２０の信号と同じにな
るように流量制御手段１１の制御をおこなうため高温沸き上げとなる。従って、予め設定
された冷媒温度と給湯温度で運転することになり、風呂循環回路系の配管形態（曲がりの
数）の多様化および長配管により風呂熱交換器１０と浴槽８を接続設置しても圧縮機１の
信頼性を確保して高温沸き上げができる。
【００２２】
（実施例３）
図４は本発明の実施例３のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図４におい
て、２２は吐出温度検知手段であり、圧縮機１の冷媒吐出温度を検知する。２３は湯温設
定手段であり、吐出温度検知手段２２の信号を受けて給湯熱交換器７の水出口温度を設定
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する。２４は運転制御手段であり、給湯温度検知手段１２の信号と湯温設定手段２３の信
号に基づき流量制御手段１１の制御をおこなう。
【００２３】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、運転
経過とともに風呂循環回路内の残湯温度は吸熱されて低下する。そのため、ヒートポンプ
サイクル内の低圧はしだいに低下して、圧縮比が大きくなり、圧縮機１の冷媒吐出温度は
上昇する。そして、冷媒吐出温度が所定温度に達すると吐出温度検知手段２２は湯温設定
手段２３に信号を送り、給湯熱交換器７の水出口温度を低温に設定する。そして、運転制
御手段２４は給湯温度検知手段１２の信号が湯温設定手段２３の信号と同じになるように
流量制御手段１１の制御をおこない、給湯回路の流量を大きくする。よって、浴槽排熱利
用量が増加するとともに圧縮機の冷媒吐出温度は異常上昇することもないため圧縮機のモ
ータ巻線などの信頼性、耐久性が向上する。
【００２４】
（実施例４）
図５は本発明の実施例４のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図５におい
て、２５は回転周波数可変型の圧縮機である。２６はインバータ電源部であり、圧縮機２
５の回転周波数を可変する。２７は周波数制御手段であり、湯温設定手段１４の信号を受
けてインバータ電源部２６の周波数制御をおこなう。
【００２５】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、運転
経過とともに風呂循環回路内の残湯温度は吸熱されて低下する。そして、風呂温度検知手
段１３あるいは図３に示す冷媒温度検知手段１９の信号が所定温度まで低下したことを示
す信号を発信すると湯温設定手段１４は周波数制御手段２７に信号を送る。そして、周波
数制御手段２７はインバータ電源部２６に信号を送り、圧縮機２５の回転周波数を下げる
制御をおこなう。従って、浴槽残湯温度の低下とともに圧縮機２５の回転周波数を下げる
ため、ヒートポンプの低圧は再び上昇し、高温高効率で運転することができる。
【００２６】
（実施例５）
図６は本発明の実施例５のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図６におい
て、２８は給湯切り替え弁であり、給湯熱交換器７の湯出口から貯湯槽５上部と貯湯槽５
の中間位置へ流路の切り替えをおこなう。２９は弁制御部であり、湯温設定手段１４の信
号を受けて給湯切り替え弁２８を制御する。
【００２７】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、入浴
完了直後など浴槽残湯温度が高い場合には、湯温設定手段１４は高温沸き上げを設定する
ため、給湯熱交換器７からは高温湯が流出する。そして、運転経過とともに浴槽残湯温度
は低くなり、湯温設定手段１４は沸き上げ温度の設定を少し下げるように切り変わる。そ
のため、給湯熱交換器７からは当初の運転時より少し温度が低い中温湯が流出する。そし
て、弁制御部２９は給湯熱交換器７から流出する湯が高温の場合は貯湯槽５の上部に流入
するように、また、中温湯は貯湯槽５の中間位置に流入するように給湯切り替え弁２８を
制御する。従って、貯湯槽５に異なる温度の湯を貯湯させることができ、用途に応じて必
要な温度の湯が利用できる。
【００２８】
（実施例６）
図７は本発明の実施例６のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図７におい
て、３０は貯湯温度検知手段であり、貯湯槽５の内部あるいは表面に複数設けて、貯湯温
度を検出する。３１は湯量記憶手段であり、前日の貯湯温度検知手段３１の信号を記憶す
る。３２は湯温設定手段であり、貯湯温度検知手段３０の信号と前記湯量記憶手段３１の
信号を受けて給湯熱交換器７の出口湯温を設定する。３３は運転制御手段であり、湯温設
定手段３２の信号と給湯温度検知手段１２に基づき流量制御手段１１の制御をおこなう。
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【００２９】
以上の構成において動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、例えば、
その日の家族が入浴を全員終了した後の運転開始時において、先ず、湯温設定手段３２は
貯湯温度検知手段３０の信号と湯量記憶手段３１の信号から貯湯槽５の使用湯量を判断し
て、湯の使用が増加している場合には給湯熱交換器７の出口湯温を高く設定する。そして
、浴槽排熱利用の給湯運転が開始される。その際に給湯温度検知手段１２の信号が湯温設
定手段３２の信号と同じになるように運転制御手段３３は流量制御手段１１を制御する。
そのため、給湯熱交換器７の出口から流出した湯は前日よりも高温の湯として貯湯槽５の
上部から貯湯される。また、貯湯槽５の湯の使用量が減少していると判断した場合には、
湯温設定手段３２は給湯熱交換器７の出口湯温を低く設定する。運転制御手段３３は給湯
温度検知手段１２の信号が湯温設定手段３２の信号と同じになるように流量制御手段１１
を制御する。この場合には、給湯熱交換器７の出口湯温は低いため、高効率で運転ができ
る。また、貯湯槽５からの放熱損失も少なくなる。従って、給湯使用量の増減に応じて、
貯湯熱量の最適化と高効率運転制御ができる。
【００３０】
（実施例７）
図８は本発明の実施例７のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図８におい
て、３４は風呂流量制御手段であり、風呂循環回路の流量制御をおこなう。３５は流量制
御部であり、吐出温度検知手段２２の信号を受けて風呂流量制御手段３４を制御する。
【００３１】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。冬季の浴槽排熱利用の給湯運転において
、運転経過とともに風呂循環回路内の残湯温度は低下し、ヒートポンプサイクル内の低圧
がしだいに低下する。そのため、圧縮機１の圧縮比が大きくなり、圧縮機の冷媒吐出温度
は上昇する。また、吐出温度検知手段２２は冷媒吐出温度を検出し、流量制御部３５に信
号を送る。そして、流量制御部３５は冷媒吐出温度が所定温度に達したことを示す信号を
受けると風呂流量制御手段３４に信号を送り、風呂循環回路の流量を大きくするように風
呂流量制御手段３４の制御をおこなう。そのため、吸熱量が大きくなり、圧縮機１の低圧
は上昇して圧縮比は小さくなる。また、風呂熱交換器１０の水出入口温度差は小さくなる
ため、風呂循環系の残湯水が凍結することもなく、かなり低温まで利用することができる
。従って、浴槽の残湯熱利用が増加する。
【００３２】
（実施例８）
図９は本発明の実施例８のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。３６は給水
温度検知手段である。３７は排水開閉弁であり、浴槽８に設けてある。３８は制御手段で
あり、風呂温度検知手段１３と給水温度検知手段３６の信号に基づき排水開閉弁３７を開
放する。
【００３３】
以上の構成において動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、運転経過
とともに風呂循環回路内の残湯温度は吸熱されてしだいに低下する。そして、風呂温度検
知手段１３は残湯温度を検知して制御手段３８に信号を送る。制御手段３８は風呂温度検
知手段１３の信号と給水温度検知手段３６の信号が同じになると排水開閉弁３７を開放す
る。従って、風呂残湯熱を利用して高効率で給湯運転できるとともに風呂循環系内の雑菌
が繁殖することもない。
【００３４】
（実施例９）
図１０は本発明の実施例９のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。９は滅菌
手段であり、風呂循環回路に接続されて、加熱源４０で回路中の残湯水を高温滅菌する。
４１は滅菌終了検出手段であり、滅菌終了を検出する。４２は制御部であり、滅菌終了検
出手段４１の信号を受けて滅菌手段３９を制御する。４３は運転制御部であり、制御部４
２の信号を受けてヒートポンプ給湯運転をおこなう。
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【００３５】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。浴槽排熱利用の給湯運転において、最初
に滅菌手段３９は加熱源４０によって風呂循環回路内の雑菌を高温滅菌する。そして、制
御部４２は滅菌終了検出手段４１の信号を運転制御部４３に送り、浴槽排熱利用の給湯運
転を開始する。従って、風呂循環系内の水は再利用できることになり、節水となる。また
、滅菌終了後の高温の湯の排熱利用ができるため高効率給湯運転が可能となり、エネルギ
ーの有効活用ができる。
【００３６】
（実施例１０）
図１１は本発明の実施例１０のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。４４は
自然熱利用熱交換器であり、大気熱あるいは太陽熱を利用する。４５は四方弁であり、圧
縮機１の吐出冷媒流路を給湯加熱器２と自然熱利用熱交換器４４に切り替える４６は排熱
利用熱交換器であり、自然熱利用熱交換器４４と並列に設けて一端が四方弁４５の低圧ガ
ス冷媒管と接続されている。４７は冷媒温度検知手段であり、自然熱利用熱交換器４４の
冷媒入口温度を検知する。４８は運転制御手段であり、冷媒温度検知手段４７の信号を受
けて四方弁４５の冷媒流路を圧縮機１、四方弁４５、自然熱利用熱交換器４４、排熱利用
熱交換器４６からなる冷媒除霜回路で運転をおこなう。
【００３７】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。冬季などの着霜条件下における給湯運転
において、圧縮機１から吐出した高温高圧のガス冷媒は四方弁４５を通り給湯加熱器２に
流入する。一方、貯湯槽５の水は給湯循環ポンプによって給湯熱交換器７に流入し、ここ
で、冷媒の凝縮熱によって給湯加熱器２を介して加熱されて貯湯槽５に流入する。また、
凝縮液化した冷媒は減圧装置３で減圧されて自然熱利用熱交換器４４に流入し、蒸発ガス
化して四方弁４５を通り圧縮機１に流入する。この運転において、自然熱利用熱交換器４
４に着霜が生じると、入口冷媒温度は低下し、吸熱量も低下する。冷媒温度検知手段４７
は入口冷媒温度が所定温度まで低下したことを検出して運転制御手段４８に信号を送る。
そして、運転制御手段４８は四方弁４５の冷媒流路を切り替えて冷媒除霜回路で運転をお
こなう。この場合には圧縮機１から吐出したガス冷媒は四方弁４５を通り自然熱利用熱交
換器４４に流入する。そして、冷媒の凝縮熱によって除霜をおこない、液化冷媒となって
排熱利用熱交換器４６に流入する。ここで、風呂循環ポンプ９によって送られてきた浴槽
８の残湯は風呂熱交換器１０に流入し、ここで風呂熱交換器１０を介して排熱利用熱交換
器４６を流れる冷媒を蒸発ガス化させる。一方、蒸発ガス化した冷媒は圧縮機１に流入す
る。従って、除霜運転時に浴槽８の残湯熱を利用するため、短時間で除霜が終了できる。
また、簡単な構成であるため、部品も少なくコストも安価となる。
【００３８】
（実施例１１）
図１２は本発明の実施例１１のヒートポンプ式給湯システムの構成図である。図１２にお
いて、４９は補助熱交換器であり、自然熱利用熱交換器４４の空気流れ方向の上流に設け
て風呂循環回路と接続されている。５０は流量制御手段であり、風呂循環回路の水を補助
熱交換器４９へ流す制御をおこなう。５１は除霜制御手段であり、運転制御手段４８の信
号を受けて流量制御手段５０の制御をおこなう。
【００３９】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。給湯運転時の除霜において、運転制御手
段４８は四方弁４５を切り替えて除霜回路で運転をおこなうとともに除霜制御手段５１に
信号を送る。そして、除霜制御手段５１は流量制御手段を制御して風呂循環回路の水を補
助熱交換器４９へ流す。従って、自然熱利用熱交換器４４は圧縮機１の凝縮熱と風呂循環
回路の湯水の熱で除霜されるため、さらに短時間で除霜が終了できる。
【００４０】
（実施例１２）
図１３は本発明の実施例１２のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図である。図１３
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において、実線矢印は風の流れ方向を示す。
【００４１】
５２は冷媒回路であり、圧縮機１、四方弁４５、給湯加熱器２、減圧手段３、大気熱ある
いは太陽熱を利用する自然熱利用熱交換器４４からなる。５３は風呂循環回路であり、浴
槽８、風呂循環ポンプ９、補助熱交換器４９からなる。５４は送風手段であり、風の流れ
方向が補助熱交換器４９から自然熱利用熱交換器４４へ流れるように送風する。
【００４２】
以上の構成においてその動作、作用を説明する。給湯運転において、圧縮機１から吐出し
た高温高圧のガス冷媒は給湯加熱器２に流入し、ここで、冷媒の凝縮熱によって給湯加熱
器を介して貯湯槽５の水を加熱する。そして、凝縮液化した冷媒は減圧装置３で減圧され
て自然熱利用熱交換器４４に流入する。一方、浴槽８の残湯は風呂循環ポンプ９によって
補助熱交換器４９に流入し、ここで送風手段５４で吸引された大気へ放熱する。そして、
加温された大気は風下の自然熱利用熱交換器４４を通過する際に内部を流れる冷媒を加熱
し蒸発ガス化させる。従って、自然熱利用熱交換器４４で外気の大気熱よりもエンタルピ
ーの高い大気熱を吸熱するため、高温高効率給湯運転が可能となる。また、特に冬季の外
気温度が低い運転時は自然熱利用熱交換器４４で着霜が生じ難くなるため、高能力高効率
で運転できる。

【００４３】

を備え、風呂循環回
路の水温を検出して、所定温度よりも高温の場合には給湯熱交換器の出口温度の設定を高
くして、給湯温度が湯温設定温度となるように給湯回路の流量制御をおこない、浴槽残湯
温度が高い場合に沸き上げ温度を高めて貯湯するため、貯湯熱量が増加する。
【００４４】

と、冷媒温度検知手段の信号を受
けて給湯熱交換器の 出口湯温を設定する湯温設定手段と、前記湯温設定手段の信号と給
湯温度検知手段の信号に基づき流量制御手段の制御をおこなう運転制御手段を備え、浴槽
排熱利用の給湯運転において、冷媒回路低圧側の冷媒温度を検出して所定温度より高温の
場合には給湯熱交換器の出口湯温の設定を高くして、給湯温度が湯温設定温度となるよう
に給湯回路の流量制御をおこなうことによって、予め設定された冷媒温度と給湯温度で運
転することになり、風呂循環回路系の配管形態（曲がりの数）の多様化および長配管によ
る風呂熱交換器と浴槽を接続設置しても圧縮機の信頼性を確保して高温沸き上げができる
。

【００４５】
圧縮機 、浴槽排熱

利用の給湯運転において、運転経過とともに風呂循環回路内の残湯温度および冷媒回路の
低圧圧力相当の飽和冷媒温度は低下する。そして、風呂温度あるいは冷媒温度が所定温度
に低下した時に圧縮機の回転周波数を下げる制御をおこない浴槽残湯温度の低下とともに
前記圧縮機の回転周波数を下げるため、冷媒回路の低圧は再び上昇し、高温高効率で運転
することができる。
【００４６】
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以上の説明からも明らかのように、各実施例の効果をまとめれば以下の通りである。

（１）浴槽排熱利用の給湯運転において、給湯回路の流量制御をおこなう流量制御手段と
、前記給湯熱交換器の水出口温度を検出する給湯温度検知手段と、前記風呂循環回路の水
温を検出する風呂温度検知手段と、前記風呂温度検知手段の信号を受けて前記給湯熱交換
器の水出口湯温を設定する湯温設定手段と、前記湯温設定手段の信号と前記給湯温度検知
手段の信号に基づき前記流量制御手段の制御をおこなう運転制御手段

（２）冷媒回路の冷媒温度を検出する冷媒温度検知手段
水

また、浴槽排熱利用量が増加するとともに圧縮機の冷媒吐出温度は異常上昇することも
ないため圧縮機のモータ巻線などの信頼性、耐久性が向上する。

（３）風呂循環回路の水温に基づいて回転周波数を可変とする によれば

（４）給湯熱交換器の湯出口から貯湯槽上部と貯湯槽の中間位置へ流路の切り替えをおこ
なう給湯切り替え弁と、湯温設定手段の信号を受けて給湯切り替え弁を制御する弁制御部
を備え、浴槽排熱利用の給湯運転において、弁制御部は給湯熱交換器から流出する湯が高
温の場合は貯湯槽の上部に流入するように、また、中温湯は貯湯槽の中間位置に流入する



【００４７】

【００４８】

【００４９】

【００５０】

利用できるため高効率給湯運転が可能となり、エネ
ルギーの有効活用ができる。
【００５１】
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ように給湯切り替え弁を制御する。従って、貯湯槽に異なる温度の湯を貯湯することがで
きるため、用途に適した湯温が利用できるようになる。

（５）貯湯槽に設けた複数の貯湯温度検知手段と、前日の貯湯温度検知手段の信号を記憶
する湯量記憶手段と、貯湯温度検知手段の信号と湯量記憶手段の信号を受けて給湯熱交換
器の出口の湯温を設定する湯温設定手段と、湯温設定手段の信号と給湯温度検知手段の信
号から流量制御手段の制御をおこなう運転制御手段を備え、浴槽排熱利用の給湯運転にお
いて、湯量記憶手段の信号と貯湯温度検知手段の信号から貯湯槽の使用湯量を判断し、使
用湯量が増加した場合には湯温設定手段が給湯熱交換器の出口湯温を高く設定して運転を
おこなう。逆に、使用湯量が減少した場合には給湯熱交換器の出口湯温を低く設定して高
効率運転をおこなう。従って、給湯使用湯量の増減に応じて、貯湯熱量の最適化と高効率
運転制御ができる。

（６）圧縮機の冷媒吐出温度を検知する吐出温度検知手段と、風呂循環回路の流量制御を
おこなう風呂流量制御手段と、吐出温度検知手段の信号を受けて風呂流量制御手段を制御
する流量制御部を備え、冬季の浴槽排熱利用の給湯運転において、運転経過とともに風呂
循環回路内の残湯温度は低下し、圧縮機の冷媒吐出温度は上昇する。そして、冷媒吐出温
度が所定温度に達すると風呂循環回路の流量を大きくするように風呂流量制御手段の制御
をおこなうため、吸熱量が大きくなって、圧縮機の低圧は上昇して冷媒吐出温度は低下す
る。また、風呂熱交換器の水の出口、入口の温度差は小さくなるため、風呂循環系の残湯
水が凍結することもなく、かなり低温まで利用することができる。従って、浴槽の残湯熱
利用が増加する。

（７）風呂循環回路に設けた風呂温度検知手段と、給水温度を検知する給水温度検知手段
と、浴槽に設けた排水開閉弁と、風呂温度検知手段と給水温度検知手段の信号に基づき排
水開閉弁を開放する制御手段を備え、浴槽排熱利用の給湯運転において、運転経過ととも
に風呂循環回路内の残湯温度は低下し、給水温度と同温に達すると排水開閉弁を開放して
排水するため、風呂の残湯を利用して高効率で給湯運転できるとともに風呂循環系内の雑
菌の繁殖を抑制することができる。

（８）風呂循環回路内の湯を高温滅菌する滅菌手段と、滅菌終了を検出する滅菌終了検出
手段と、滅菌終了検出手段の信号を受けて滅菌手段を制御する制御部と、制御部の信号を
受けて冷媒回路によるヒートポンプ給湯運転をおこなう運転制御部を備え、浴槽排熱利用
の給湯運転において、最初に風呂循環回路内の雑菌を高温滅菌し、滅菌終了後に浴槽排熱
利用の給湯運転を開始するため、風呂循環系内の水は再利用できることになり、節水とな
る。また、滅菌終了後の高温湯が排熱

（９）圧縮機、四方弁、給湯加熱器、減圧手段、大気熱あるいは太陽熱を利用する自然熱
利用熱交換器からなる冷媒給湯回路と、自然熱利用熱交換器と並列に設けて一端が四方弁
の低圧ガス冷媒管と接続された排熱利用熱交換器と、貯湯槽、給湯循環ポンプ、給湯加熱
器と熱交換関係を有する給湯熱交換器を接続した給湯回路と、浴槽、風呂循環ポンプ、排
熱利用熱交換器と熱交換関係を有する風呂熱交換器を接続した風呂循環回路と、自然熱利
用熱交換器の冷媒入口温度を検知する冷媒温度検知手段と、冷媒温度検知手段の信号を受
けて四方弁の冷媒流路を圧縮機、四方弁、自然熱利用熱交換器、排熱利用熱交換器からな
る冷媒除霜回路で運転をおこなう運転制御手段を備え、冬季などの着霜条件下における給
湯運転において、自然熱利用熱交換器に着霜が生じて入口冷媒温度が所定温度まで低下し
たことを検出して四方弁の冷媒流路を切り替え、浴槽の残湯熱を利用して圧縮機の凝縮熱
で自然熱利用熱交換器の除霜をおこなうため、短時間で除霜が終了できることになり、給
湯運転時間および加熱能力が増加する。また、簡単な構成であるため、部品も少なくコス



【００５２】

【００５３】

【００５４】
【発明の効果】

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図２】同ヒートポンプ式風呂給湯システムの他の流量制御方法を示す構成図
【図３】本発明の実施例２のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図４】本発明の実施例３のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図５】本発明の実施例４のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図６】本発明の実施例５のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図７】本発明の実施例６のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図８】本発明の実施例７のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図９】本発明の実施例８のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図１０】本発明の実施例９のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図１１】本発明の実施例１０のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図１２】本発明の実施例１１のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図１３】本発明の実施例１２のヒートポンプ式風呂給湯システムの構成図
【図１４】従来のヒートポンプシステムの構成図
【符号の説明】
１、２５　圧縮機
２　給湯加熱器
３　減圧装置
４、４６排熱利用熱交換器
５　貯湯槽
６、１６　給湯循環ポンプ
７　給湯熱交換器
８　浴槽
９　風呂循環ポンプ
１０　風呂熱交換器
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トも安価となる。

（１０）自然熱利用熱交換器の空気流れ方向の上流に設けて風呂循環回路と接続された補
助熱交換器と、風呂循環回路の水を補助熱交換器へ流す制御をおこなう流量制御手段と、
運転制御手段の信号を受けて流量制御手段の制御をおこなう除霜制御手段を備え、給湯運
転時の除霜において、自然熱利用熱交換器に着霜が生じて入口冷媒温度が所定温度まで低
下したことを検出して四方弁の冷媒流路を切り替えて除霜運転をおこなうとともに風呂循
環回路の水を補助熱交換器へ流す。従って、自然熱利用熱交換器は圧縮機の凝縮熱と風呂
循環回路の湯水の熱で除霜されるため、さらに短時間で除霜が終了できる。

（１１）圧縮機、四方弁、給湯加熱器、減圧手段、大気熱あるいは太陽熱を利用する自然
熱利用熱交換器からなる冷媒給湯回路と、貯湯槽、給湯加熱器と熱交換関係を有する給湯
熱交換器を接続した給湯回路と、自然熱利用熱交換器の空気の流れ方向の上流に設けた補
助熱交換器と、浴槽、風呂循環ポンプ、補助熱交換器からなる風呂循環回路を備え、給湯
運転において、浴槽の残湯熱を補助熱交換器に流して自然熱利用熱交換器を熱源となる大
気熱あるいは太陽熱に加えて加熱するため、高温高効率給湯運転が可能となる。特に冬季
の外気温度が低い運転時は自然熱利用熱交換器で着霜が生じ難くなるため、高能力高効率
が運転できる。

以上のように本発明によれば、風呂循環回路の水温を検出して、所定温度よりも高温の場
合には給湯熱交換器の出口温度の設定を高くして、給湯温度が湯温設定温度となるように
給湯回路の流量制御をおこない、浴槽残湯温度が高い場合に沸き上げ温度を高めて貯湯す
るため、貯湯熱量が増加する。



１１　流量制御手段
１２　給湯温度検知手段
１３　風呂温度検知手段
１４、２０、２３、３２　湯温設定手段
１５、１８、２１、２４、３３、４８　運転制御手段
１７　回転数制御手段
１９、４７　冷媒温度検知手段
２２　吐出温度検知手段
２６　インバータ電源部
２７　周波数制御手段
２８　給湯切り替え弁
２９　弁制御部
３０　貯湯温度検知手段
３１　湯量記憶手段
３４　風呂流量制御手段
３５　流量制御部
３６　給水温度検知手段
３７　排水開閉弁
３８　制御手段
３９　滅菌手段
４０　加熱源
４１　滅菌終了検出手段
４２　制御部
４３　運転制御部
４４　自然熱利用熱交換器
４５　四方弁
４９　補助熱交換器
５０　流量制御手段
５１　除霜制御手段
５２　冷媒回路
５３　風呂循環回路
５４　送風手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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